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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力と熱を発生する熱電併給装置と、その熱電併給装置にて発生する熱にて貯湯タンク
に貯湯する貯湯手段と、運転を制御する運転制御手段とが設けられ、
　その運転制御手段が、過去の時系列的な熱負荷データ及び過去の時系列的な電力負荷デ
ータを管理するデータ管理処理、及び、その管理データに基づいて求めた時系列的な予測
熱負荷データ及び時系列的な予測電力負荷データを賄うように前記熱電併給装置を運転す
るための負荷賄い用運転条件を設定して、その負荷賄い用運転条件にて前記熱電併給装置
を運転する負荷賄い条件運転処理を実行するように構成されたコージェネレーションシス
テムであって、
　前記運転制御手段が、
　前記データ管理処理において、前記熱負荷データとして、給湯熱負荷を管理するように
構成されて、
　前記過去の時系列的な給湯熱負荷に関する管理データに基づいて、複数の単位時間から
なる設定周期の給湯熱負荷総量についての複数の前記設定周期における分布において設定
以上の確率で発生する可能性がある範囲での下限値が、運転停止用判断基準値よりも高い
か否かを判別する運転判別処理を実行して、前記下限値が前記運転停止用判断基準値より
も高いときには、前記負荷賄い条件運転処理を実行し、前記下限値が前記運転停止用判断
基準値以下のときには、前記熱電併給装置を停止させるように構成されているコージェネ
レーションシステム。
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【請求項２】
　前記設定周期として、設定繰り返し期間毎に夫々存在する複数の時間属性の設定周期が
あり、
　前記運転制御手段が、前記データ管理処理において、前記過去の時系列的な熱負荷デー
タ及び前記過去の時系列的な電力負荷データを前記時間属性に関連付けて設定周期毎に管
理するように構成されている請求項１に記載のコージェネレーションシステム。
【請求項３】
　前記運転制御手段は、前記時系列的な予測電力負荷データを賄うように前記熱電併給装
置を運転することにより、前記時系列的な予測熱負荷データに対して熱が不足する熱不足
状態となるか、又は、前記時系列的な予測熱負荷データに対して熱が余る熱余り状態とな
るかを予測するように構成され、
　前記負荷賄い用運転条件が、前記熱不足状態又は前記熱余り状態のいずれも予測しない
ときは、現在要求されている現電力負荷を賄うように前記熱電併給装置を運転する電力負
荷追従運転処理を行い、前記熱不足状態を予測したときは、所定の出力上昇対象時間帯に
おいて、現電力負荷よりも大きい出力側に前記熱電併給装置の出力を調整する出力上昇運
転を行う、又は、前記熱余り状態を予測したときは、所定の出力下降対象時間帯において
、現電力負荷よりも小さい出力側に前記熱電併給装置の出力を調整する出力下降運転を行
う条件である請求項１又は２に記載のコージェネレーションシステム。
【請求項４】
　前記運転制御手段は、前記熱電併給装置を運転したときに前記貯湯タンクに温水として
貯えられる予測貯湯熱量、発電所と加熱ボイラを運転したときの予測消費エネルギー量と
前記熱電併給装置を運転したときの予測消費エネルギー量との差である予測エネルギー削
減量、及び、前記予測貯湯熱量に対する前記予測エネルギー削減量の比率である予測エネ
ルギー削減比率を演算して、その演算した予測エネルギー削減比率に基づいてエネルギー
削減比率しきい値を設定し、並びに、運転日の電力負荷データ及び熱負荷データと過去の
電力負荷データ及び熱負荷データとに基づいて前記熱電併給装置の最小出力からの増加出
力分についての現時点のエネルギー削減比率である現エネルギー削減比率を演算するよう
に構成され、
　前記負荷賄い用運転条件が、前記現エネルギー削減比率が前記エネルギー削減比率しき
い値より小さいと、前記熱電併給装置を最小出力で運転し、前記現エネルギー削減比率が
前記エネルギー削減比率しきい値以上であると、前記熱電併給装置を前記現エネルギー削
減比率となる運転条件で運転する条件である請求項１又は２に記載のコージェネレーショ
ンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力と熱を発生する熱電併給装置と、その熱電併給装置にて発生する熱にて
貯湯タンクに貯湯する貯湯手段と、運転を制御する運転制御手段とが設けられ、
　その運転制御手段が、過去の時系列的な熱負荷データ及び過去の時系列的な電力負荷デ
ータを管理するデータ管理処理、及び、その管理データに基づいて求めた時系列的な予測
熱負荷データ及び時系列的な予測電力負荷データを賄うように前記熱電併給装置を運転す
るための負荷賄い用運転条件を設定して、その負荷賄い用運転条件にて前記熱電併給装置
を運転する負荷賄い条件運転処理を実行するように構成されたコージェネレーションシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかるコージェネレーションシステムは、一般家庭等に設置されるものであり、熱電併
給装置にて発電される電力を使用できると共に、熱電併給装置から発生する熱を熱源とし
て貯湯タンクに貯湯してその貯湯タンクの湯水を使用できるように構成したものであり、
省エネルギー化を図るように構成してある。ちなみに、熱電併給装置は、発電機とその発
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電機を駆動するエンジンとを備えて構成したり、燃料電池を備えて構成する。
【０００３】
　このようなコージェネレーションシステムにおいて、従来は、運転制御手段を、常時、
負荷賄い条件運転処理を実行するように構成していた（例えば、特許文献１。）。
【０００４】
　ちなみに、前記特許文献１においては、前記負荷賄い用運転条件として、時系列的な予
測電力負荷データを賄うように熱電併給装置を運転し、且つ、そのように時系列的な予測
電力負荷データを賄うように熱電併給装置を運転することにより時系列的な予測熱負荷デ
ータに対して熱が不足する熱不足状態が予測されるときは、その熱不足状態が予測される
時間以前に前記時系列的な予測電力負荷データよりも大きい出力にて熱電併給装置を運転
する条件に設定していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１４１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、一般家庭等、コージェネレーションシステムの設置箇所において、設定周期
（例えば１日）毎の生活パターンに規則性が無い場合があり、その場合、設定周期毎のエ
ネルギー消費に規則性が無くなることになる。
　例えば、設定周期が１日の場合、日々の生活パターンが変化すると、入浴時間にバラツ
キが生じて浴槽に湯張りする時間にバラツキが生じるので、設定周期毎の熱の消費パター
ンが変化し、又、電気の消費パターンも変化することになる。
【０００７】
　しかしながら、従来では、常時、負荷賄い条件運転処理を実行するようになっていて、
常時、時系列的な予測熱負荷データ及び時系列的な予測電力負荷データを賄うように熱電
併給装置を運転するので、設定周期毎のエネルギー消費に規則性が無い場合は、省エネル
ギー化を図り難くなる。
【０００８】
　説明を加えると、このようなコージェネレーションシステムは、コージェネレーション
システムの設置箇所の電力負荷及び熱負荷をコージェネレーションシステムから出力され
る電力及び熱にて過不足を小さくしながら賄うことにより、省エネルギー化を向上するこ
とができるものである。
　しかしながら、設定周期毎のエネルギー消費に規則性が無いにも拘らず負荷賄い条件運
転処理を実行すると、実際の熱負荷に対して熱電併給装置の出力熱量が多く余る大きな熱
余りが生じる虞があるが、特に、そのような大きな熱余りが生じると、余った熱が貯湯タ
ンクに溜められままとなって放熱損失が著しく増加することとなるので、省エネルギー性
が著しく低下することになる。
【０００９】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、省エネルギー化を向
上するように運転することが可能なコージェネレーションシステムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
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【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
　本発明のコージェネレーションシステムは、電力と熱を発生する熱電併給装置と、その
熱電併給装置にて発生する熱にて貯湯タンクに貯湯する貯湯手段と、運転を制御する運転
制御手段とが設けられ、
　その運転制御手段が、過去の時系列的な熱負荷データ及び過去の時系列的な電力負荷デ
ータを管理するデータ管理処理、及び、その管理データに基づいて求めた時系列的な予測
熱負荷データ及び時系列的な予測電力負荷データを賄うように前記熱電併給装置を運転す
るための負荷賄い用運転条件を設定して、その負荷賄い用運転条件にて前記熱電併給装置
を運転する負荷賄い条件運転処理を実行するように構成されたものであって、
　第１特徴構成は、
　前記運転制御手段が、
　前記データ管理処理において、前記熱負荷データとして、給湯熱負荷を管理するように
構成されて、
　前記過去の時系列的な給湯熱負荷に関する管理データに基づいて、複数の単位時間から
なる設定周期の給湯熱負荷総量についての複数の前記設定周期における分布において設定
以上の確率で発生する可能性がある範囲での下限値が、運転停止用判断基準値よりも高い
か否かを判別する運転判別処理を実行して、前記下限値が前記運転停止用判断基準値より
も高いときには、前記負荷賄い条件運転処理を実行し、前記下限値が前記運転停止用判断
基準値以下のときには、前記熱電併給装置を停止させるように構成されている点を特徴と
する。
【００３５】
　即ち、運転制御手段は、データ管理処理において、熱負荷データとして、給湯熱負荷を
管理し、その過去の時系列的な給湯熱負荷に関する管理データに基づいて、設定周期の給
湯熱負荷総量についての複数の設定周期における分布において設定以上の確率で発生する
可能性がある範囲（以下、設定確率発生範囲と記載する場合がある）での下限値が、運転
停止用判断基準値よりも高いか否かを判別する運転判別処理を実行して、設定確率発生範
囲の下限値が運転停止用判断基準値よりも高いときには、負荷賄い条件運転処理を実行し
、設定確率発生範囲の下限値が運転停止用判断基準値以下のときには、熱電併給装置を停
止させる。
【００３６】
　つまり、負荷賄い条件運転処理では、予測熱負荷データが小さいときは、その小さい予
測熱負荷データを賄うように、熱電併給装置の出力を小さくして運転することになるが、
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そのように予測熱負荷データを賄うように熱電併給装置を運転する場合、設定周期の給湯
熱負荷総量が少なくなるほど熱電併給装置を運転することによる省エネルギー化が低下す
る。
　そして、常時、負荷賄い条件運転処理が実行されるようにすると、比較的熱負荷が小さ
い状態で、設定周期毎のエネルギー消費に規則性が無くて、予測熱負荷にバラツキが大き
い場合には、大きな熱余りが生じるばかりか、省エネルギー化が極めて小さい状態あるい
は省エネルギーが達成できない状態で、熱電併給装置が運転される場合が生じ、全体とし
ての省エネルギー化が低下する虞がある。
　そこで、上述のように、過去の時系列的な給湯熱負荷に関する管理データに基づいて、
設定確率発生範囲の下限値を求めて、その下限値が前記運転停止用判断基準値以下のとき
には、熱電併給装置を停止させるようにすることにより、大きな熱余りが生じるばかりか
、省エネルギー化が極めて小さい状態や省エネルギーが達成できない状態で熱電併給装置
が運転されるのを回避して、全体としての省エネルギー化が低下するのを防止することが
可能となる。
　従って、省エネルギー化を向上するように運転することが可能なコージェネレーション
システムを提供することができるようになった。
【００３７】
　第２特徴構成は、上記第１特徴構成に加えて、
　前記設定周期として、設定繰り返し期間毎に夫々存在する複数の時間属性の設定周期が
あり、
　前記運転制御手段が、前記データ管理処理において、前記過去の時系列的な熱負荷デー
タ及び前記過去の時系列的な電力負荷データを前記時間属性に関連付けて設定周期毎に管
理するように構成されている点を特徴とする。
【００３８】
　即ち、運転制御手段は、データ管理処理において、過去の時系列的な熱負荷データ及び
過去の時系列的な電力負荷データを時間属性に関連付けて設定周期毎に管理するので、負
荷賄い条件運転処理を実行するか予備運転処理を実行するかの判別や、負荷賄い条件運転
処理を実行するか熱電併給装置を停止するかの判別を、データ管理処理にて管理している
管理データのうちで、運転対象の設定周期の時間属性と同じ時間属性のデータに基づいて
行わせるようにすることができる。
【００３９】
　つまり、コージェネレーションシステムの設置箇所においては、時間属性毎に生活パタ
ーンが変化して、設定周期毎のエネルギー消費の規則性が時間属性毎に変化する場合があ
る。ちなみに、例えば、設定周期を１日に、時間属性を曜日に、設定繰り返し期間を１週
間に夫々設定するものである。
　そこで、上述のように、負荷賄い条件運転処理を実行するか予備運転処理を実行するか
の判別や、負荷賄い条件運転処理を実行するか熱電併給装置を停止するかの判別を、運転
対象の設定周期の時間属性と同じ時間属性のデータに基づいて行わせるようにすることに
より、負荷賄い条件運転処理を実行するか予備運転処理を実行するか、あるいは、負荷賄
い条件運転処理を実行するか熱電併給装置を停止するかを、時間属性毎のエネルギー消費
の規則性の変化に対応して、時間属性単位で行うことが可能となり、省エネルギー化を一
層向上することが可能となる。
　従って、省エネルギー化を一段と向上するように運転することが可能となった。
【００４０】
　第３特徴構成は、上記第１又は第２特徴構成に加えて、
　前記運転制御手段は、前記時系列的な予測電力負荷データを賄うように前記熱電併給装
置を運転することにより、前記時系列的な予測熱負荷データに対して熱が不足する熱不足
状態となるか、又は、前記時系列的な予測熱負荷データに対して熱が余る熱余り状態とな
るかを予測するように構成され、
　前記負荷賄い用運転条件が、前記熱不足状態又は前記熱余り状態のいずれも予測しない
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ときは、現在要求されている現電力負荷を賄うように前記熱電併給装置を運転する電力負
荷追従運転処理を行い、前記熱不足状態を予測したときは、所定の出力上昇対象時間帯に
おいて、現電力負荷よりも大きい出力側に前記熱電併給装置の出力を調整する出力上昇運
転を行う、又は、前記熱余り状態を予測したときは、所定の出力下降対象時間帯において
、現電力負荷よりも小さい出力側に前記熱電併給装置の出力を調整する出力下降運転を行
う条件である点を特徴とする。
【００４１】
　即ち、運転制御手段は、時系列的な電力負荷、及び、時系列的な熱負荷を管理している
ので、時系列的な電力負荷に対して電力負荷追従運転処理を行うことにより、時系列的な
熱負荷に対して熱が不足する熱不足状態が発生するか否か、又は、時系列的な熱負荷に対
して熱が余る熱余り状態が発生するか否かを予測することができることになる。
　そして、運転制御手段は、時系列的な電力負荷に対して電力負荷追従運転処理を行うこ
とにより時系列的な熱負荷に対して熱が不足する熱不足状態が予測される場合には、所定
の出力上昇対象時間帯において出力上昇運転を行うので、電力負荷追従運転処理を行うよ
りも大きい熱を出力することができることになる。
　したがって、出力上昇運転を行うことによって出力された大きい熱にて時系列的な熱負
荷を賄うことができることになるので、熱不足状態の発生を抑制することができることに
なり、貯湯タンク内に湯水が貯湯されていないときに湯水を加熱するための補助加熱ボイ
ラの作動を極力回避することができることとなって、省エネルギー化を促進することがで
きる。
【００４２】
　又、運転制御手段は、時系列的な電力負荷に対して電力負荷追従運転処理を行うことに
より時系列的な熱負荷に対して熱が余る熱余り状態が予測される場合には、所定の出力下
降昇対象時間帯において出力下降運転を行うので、電力負荷追従運転処理を行うよりも小
さい熱を出力することができることになる。
　したがって、出力下降運転を行うことによって、時系列的な熱負荷に対して余剰に熱を
出力することを防止できることになるので、熱余り状態の発生を抑制することができるこ
とになるので、貯湯タンクに溜められた熱がただ放熱するだけとなるのを極力回避するこ
とができることとなって、省エネルギー化を促進することができる。
　要するに、負荷賄い条件運転処理における省エネルギー化を一層促進することができる
ので、全体として省エネルギー化を一段と向上するように運転することが可能となった。
【００４３】
　第４特徴構成は、上記第１又は第２特徴構成に加えて、
　前記運転制御手段は、前記熱電併給装置を運転したときに前記貯湯タンクに温水として
貯えられる予測貯湯熱量、発電所と加熱ボイラを運転したときの予測消費エネルギー量と
前記熱電併給装置を運転したときの予測消費エネルギー量との差である予測エネルギー削
減量、及び、前記予測貯湯熱量に対する前記予測エネルギー削減量の比率である予測エネ
ルギー削減比率を演算して、その演算した予測エネルギー削減比率に基づいてエネルギー
削減比率しきい値を設定し、並びに、運転日の電力負荷データ及び熱負荷データと過去の
電力負荷データ及び熱負荷データとに基づいて前記熱電併給装置の最小出力からの増加出
力分についての現時点のエネルギー削減比率である現エネルギー削減比率を演算するよう
に構成され、
　前記負荷賄い用運転条件が、前記現エネルギー削減比率が前記エネルギー削減比率しき
い値より小さいと、前記熱電併給装置を最小出力で運転し、前記現エネルギー削減比率が
前記エネルギー削減比率しきい値以上であると、前記熱電併給装置を前記現エネルギー削
減比率となる運転条件で運転する条件である点を特徴とする。
【００４４】
　即ち、運転制御手段は、前記熱電併給装置を運転したときに前記貯湯タンクに温水とし
て貯えられる予測貯湯熱量、発電所と加熱ボイラを運転したときの予測消費エネルギー量
と前記熱電併給装置を運転したときの予測消費エネルギー量との差である予測エネルギー
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削減量を演算すると共に、前記予測貯湯熱量に対する前記予測エネルギー削減量の比率で
ある予測エネルギー削減比率を演算して、その演算した予測エネルギー削減比率に基づい
てエネルギー削減比率しきい値を設定する。
　又、運転制御手段は、運転日の電力負荷データ及び熱負荷データと過去の電力負荷デー
タ及び熱負荷データとに基づいて前記熱電併給装置の最小出力からの増加出力分について
の現時点のエネルギー削減比率である現エネルギー削減比率を演算する。
【００４５】
　そして、運転制御手段は、熱電併給装置を運転制御するときには、このエネルギー削減
比率しきい値及び現エネルギー削減比率を用いて、現エネルギー削減比率がエネルギー削
減比率しきい値よりも小さいと、運転による充分なエネルギー削減が達成されないとして
、熱電併給装置を最小出力で運転し、また現エネルギー削減比率がエネルギー削減比率し
きい値以上であると、運転によるエネルギー削減が達成されるとして、熱電併給装置をそ
の現エネルギー削減比率となる運転条件で運転する。このようにエネルギー削減比率しき
い値を設定し、このしきい値を用いて熱電併給装置を運転制御することによって、省エネ
ルギー化を図ることが可能となる。
　従って、負荷賄い条件運転処理における省エネルギー化を一層促進することができるの
で、全体として省エネルギー化を一段と向上するように運転することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】第１実施形態にかかるコージェネレーションシステムの概略構成図
【図２】第１実施形態にかかるコージェネレーションシステムの制御ブロック図
【図３】電力負荷追従運転処理を説明する図
【図４】予測電力負荷データ及び予測熱負荷データを示す図
【図５】第１実施形態にかかる制御動作のフローチャートを示す図
【図６】第１実施形態にかかる制御動作のフローチャートを示す図
【図７】第１実施形態にかかる制御動作のフローチャートを示す図
【図８】予測貯熱量の演算条件（イ）と演算結果（ロ）を示す図
【図９】予測貯熱量の演算条件（イ）と演算結果（ロ）を示す図
【図１０】予測貯熱量の演算条件（イ）と演算結果（ロ）を示す図
【図１１】予測貯熱量の演算条件（イ）と演算結果（ロ）を示す図
【図１２】予測貯熱量の演算条件（イ）と演算結果（ロ）を示す図
【図１３】省エネルギー率ｙと給湯熱負荷ｘとの関係を示す図
【図１４】第１４実施形態にかかる制御動作のフローチャートを示す図
【図１５】第１４実施形態にかかる制御動作のフローチャートを示す図
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　本発明に係るコージェネレーションシステムについて図面に基づいて説明する。
　　〔第１実施形態〕
　このコージェネレーションシステムは、図１及び図２に示すように、熱電併給装置とし
ての燃料電池１と、その燃料電池１にて出力される熱を冷却水にて回収し、その冷却水を
利用して、貯湯タンク２への貯湯及び暖房端末３への熱媒供給を行う貯湯手段としての貯
湯ユニット４と、燃料電池１及び貯湯ユニット４の運転を制御する運転制御手段としての
運転制御部５などから構成されている。
【００４８】
　前記燃料電池１は、電力と熱とを出力してその出力を調整可能に構成され、その燃料電
池１の出力側には、系統連係用のインバータ６が設けられ、そのインバータ６は、燃料電
池１の出力電力を商用系統７から供給される電力と同じ電圧及び同じ周波数にするように
構成されている。
　前記商用系統７は、例えば、単相３線式１００／２００Ｖであり、商業用電力供給ライ
ン８を介して、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの電力負荷装置９に電気的に接続されている
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。
　また、インバータ６は、コージェネ用供給ライン１０を介して商業用電力供給ライン８
に電気的に接続され、燃料電池１からの発電電力がインバータ６及びコージェネ用供給ラ
イン１０を介して電力負荷装置９に供給するように構成されている。
【００４９】
　前記商業用電力供給ライン８には、電力負荷装置９の負荷電力を計測する電力負荷計測
手段１１が設けられ、この電力負荷計測手段１１は、商業用電力供給ライン８を通して流
れる電流に逆潮流が発生するか否かをも検出するように構成されている。
　そして、逆潮流が生じないように、インバータ６により燃料電池１から商業用電力供給
ライン８に供給される電力が制御され、発電電力の余剰電力は、その余剰電力を熱に代え
て回収する電気ヒータ１２に供給されるように構成されている。
【００５０】
　前記電気ヒータ１２は、複数の電気ヒータから構成され、冷却水循環ポンプ１５の作動
により冷却水循環路１３を通流する燃料電池１の冷却水を加熱するように設けられ、イン
バータ６の出力側に接続された作動スイッチ１４によりＯＮ／ＯＦＦが切り換えられてい
る。
　また、作動スイッチ１４は、余剰電力の大きさが大きくなるほど、電気ヒータ１２の消
費電力が大きくなるように、余剰電力の大きさに応じて電気ヒータ１２の消費電力を調整
するように構成されている。
【００５１】
　前記貯湯ユニット４は、温度成層を形成する状態で湯水を貯湯する貯湯タンク２、湯水
循環路１６を通して貯湯タンク２内の湯水を循環させる湯水循環ポンプ１７、熱源用循環
路２０を通して熱源用湯水を循環させる熱源用循環ポンプ２１、熱媒循環路２２を通して
熱媒を暖房端末３に循環供給させる熱媒循環ポンプ２３、湯水循環路１６を通流する湯水
を加熱させる貯湯用熱交換器２４、熱源用循環路２０を通流する熱源用湯水を加熱させる
熱源用熱交換器２５、熱媒循環路２２を通流する熱媒を加熱させる熱媒加熱用熱交換器２
６、ファン２７を作動させた状態でのバーナ２８の燃焼により貯湯タンク２内から取り出
した湯水及び熱源用循環路２０を通流する熱源用湯水を加熱させる補助加熱用熱交換器２
９などを備えて構成されている。
【００５２】
　前記湯水循環路１６は、その一部が並列になるように分岐接続され、その接続箇所に三
方弁１８が設けられており、分岐された一方側の流路には、ラジエター１９が設けられて
いる。
　そして、三方弁１８を切り換えることにより、貯湯タンク２の下部から取り出した湯水
がラジエター１９を通過するように循環させる状態と、貯湯タンク２の下部から取り出し
た湯水がラジエター１９をバイパスするように循環させる状態とに切り換えるように構成
されている。
【００５３】
　前記貯湯用熱交換器２４においては、燃料電池１から出力される熱を回収した冷却水循
環路１３の冷却水を通流させることにより、湯水循環路１６を通流する湯水を加熱させる
ように構成されている。
　前記熱源用熱交換器２５においては、燃料電池１にて出力される熱を回収した冷却水循
環路１３の冷却水を通流させることにより、熱源用循環路２０を通流する熱源用湯水を加
熱させるように構成されている。
　そして、補助加熱ボイラＪが、ファン２７、バーナ２８、補助加熱用熱交換器２９によ
り構成されている。
　また、熱源用循環路２０には、熱源用湯水の通流を断続させる熱源用断続弁４０が設け
られている。
【００５４】
　前記冷却水循環路１３は、貯湯用熱交換器２４側と熱源用熱交換器２５側とに分岐され
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、その分岐箇所に、貯湯用熱交換器２４側に通流させる冷却水の流量と熱源用熱交換器２
５側に通流させる冷却水の流量との割合を調整する分流弁３０が設けられている。
　そして、分流弁３０は、冷却水循環路１３の冷却水の全量を貯湯用熱交換器２４側に通
流させたり、冷却水循環路１３の冷却水の全量を熱源用熱交換器２５側に通流させること
もできるように構成されている。
【００５５】
　前記熱媒加熱用熱交換器２６においては、熱源用熱交換器２５や補助加熱用熱交換器２
９にて加熱された熱源用湯水を通流させることにより、熱媒循環路２２を通流する熱媒を
加熱させるように構成されている。
　前記暖房端末３は、床暖房装置や浴室暖房装置などの暖房端末にて構成されている。
【００５６】
　また、貯湯タンク２から取り出した湯水を給湯するときの給湯熱負荷を計測する給湯熱
負荷計測手段３１が設けられ、暖房端末３での暖房熱負荷を計測する暖房熱負荷計測手段
３２も設けられている。ちなみに、前記給湯熱負荷は、浴槽に給湯する湯張り用の給湯熱
負荷と、浴槽以外の給湯箇所、例えばシャワー、台所、洗面所等に給湯する一般用の給湯
熱負荷をあわせたものである。
【００５７】
　前記運転制御部５は、燃料電池１の運転中には冷却水循環ポンプ１５を作動させる状態
で、燃料電池１の運転及び冷却水循環ポンプ１５の作動状態を制御するとともに、湯水循
環ポンプ１７、熱源用循環ポンプ２１、熱媒循環ポンプ２３の作動状態を制御することに
よって、貯湯タンク２内に湯水を貯湯する貯湯運転や、暖房端末３に熱媒を供給する熱媒
供給運転を行うように構成されている。
【００５８】
　ちなみに、給湯するときには、熱源用断続弁４０を閉弁した状態で貯湯タンク２から取
り出した湯水を給湯するように構成され、貯湯タンク２から取り出した湯水を補助加熱ボ
イラＪにて加熱したり、貯湯タンク２から取り出した湯水に水を混合させて、図外のリモ
コンにて設定されている給湯設定温度の湯水を給湯するように構成されている。
　したがって、貯湯タンク２では、貯湯タンク２の容量の範囲内で、燃料電池１の出力に
応じて追加された湯水から、給湯用として取り出された湯水を差し引いた分の湯水が貯湯
されていることになる。
【００５９】
　まず、運転制御部５による燃料電池１の運転の制御について説明を加える。
　運転制御部５は、過去の時系列的な熱負荷データ及び過去の時系列的な電力負荷データ
を管理するデータ管理処理、及び、その管理データに基づいて求めた時系列的な予測熱負
荷データ及び時系列的な予測電力負荷データを賄うように燃料電池１を運転するための負
荷賄い用運転条件を設定して、その負荷賄い用運転条件にて燃料電池１を運転する負荷賄
い条件運転処理を実行する。
【００６０】
　そして、この実施形態では、運転制御部５は、前記データ管理処理において、前記熱負
荷データとして、給湯熱負荷を管理するように構成して、過去の時系列的な給湯熱負荷に
関する管理データに基づいて、設定周期の給湯熱負荷総量についての複数の設定周期にお
ける分布において設定以上の確率で発生する可能性がある範囲（即ち、前記設定確率発生
範囲と称する場合がある）での下限値が、運転停止用判断基準値よりも高いか否かを判別
する運転判別処理を実行して、設定確率発生範囲の下限値が運転停止用判断基準値よりも
高いときには、負荷賄い条件運転処理を実行し、設定確率発生範囲の下限値が運転停止用
判断基準値以下のときには、燃料電池１を停止させるようにある。
　又、運転制御部５は、過去の時系列的な給湯熱負荷に関する管理データに基づいて、設
定周期の給湯熱負荷総量についての設定周期毎のバラツキが小さいときには、負荷賄い条
件運転処理を実行し、前記バラツキが大きいときには、前記負荷賄い条件運転処理とは別
の予備運転処理を実行するように構成してある。
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【００６１】
　つまり、この実施形態では、設定確率発生範囲の下限値が運転停止用判断基準値よりも
高いときは、無条件で負荷賄い条件運転処理を実行するのではなく、設定周期の給湯熱負
荷総量についての設定周期毎のバラツキが小さいとき、具体的には、前記設定確率発生範
囲の上限値が予備運転処理用判断基準値よりも小さいときに、負荷賄い条件運転処理を実
行するように構成してある。
　又、この実施形態では、前記運転制御部５を、前記予備運転処理として、現在要求され
ている現電力負荷を賄うように前記燃料電池１を運転する電力負荷追従運転処理を実行す
るように構成してある。
【００６２】
　又、運転制御部５は、時系列的な予測電力負荷データを賄うように燃料電池１を運転す
ることにより、時系列的な予測熱負荷データに対して熱が不足する熱不足状態となるか、
時系列的な予測熱負荷データに対して熱が余る熱余り状態となるかを予測するように構成
してあり、前記負荷賄い用運転条件を、熱不足状態及び熱余り状態のいずれも予測しない
ときは、通常時の電力負荷追従運転処理を行い、熱不足状態を予測したときは、所定の出
力上昇対象時間帯において、現電力負荷よりも大きい出力側に燃料電池１の出力を調整す
る出力上昇運転を行い、熱余り状態を予測したときは、所定の出力下降対象時間帯におい
て、現電力負荷よりも小さい出力側に燃料電池１の出力を調整する出力下降運転を行う条
件に設定してある。
【００６３】
　ちなみに、熱不足状態とは、例えば、貯湯タンク２内に湯水が貯湯されておらず、補助
加熱ボイラＪを作動させる状態や、熱媒供給運転中に燃料電池１から出力される熱だけで
は暖房端末３で要求されている暖房熱負荷を賄えない状態である。
　また、熱余り状態とは、例えば、貯湯タンク２内に貯湯されている湯水が満杯であり、
ラジエター１９を作動させる状態や、熱媒供給運転中に燃料電池１から出力される熱が暖
房端末３で要求されている暖房熱負荷よりも大きくて、貯湯タンク２内に貯湯されている
湯水が満杯であり、ラジエター１９を作動させる状態である。
【００６４】
　先ず、前記電力負荷追従運転処理について説明を加える。
　電力負荷追従運転処理において、最小出力（例えば、２５０Ｗ）から最大出力（例えば
、１ｋＷ）の範囲内で現電力負荷に応じて燃料電池１の出力を調整するように構成されて
いる。
　説明を加えると、運転制御部５は、電力負荷計測手段１１の計測値及びインバータ６の
出力値に基づいて、現電力負荷を求めて、その現電力負荷よりもα（例えば、１００Ｗ）
だけ小さい出力になるように、燃料電池１の出力を調整するように構成されている。
　例えば、図３に示すように、現電力負荷が時間経過に伴って推移すると、現電力負荷よ
りもα（例えば、１００Ｗ）だけ小さい出力にて、現電力負荷の推移に応じて燃料電池１
の出力を調整するようにしている。
　ちなみに、運転制御部５は、現電力負荷の設定時間帯（例えば、５分）の平均値に基づ
いて、燃料電池１の出力を変更するように構成されている。
【００６５】
　次に、過去の時系列的な電力負荷データ及び過去の時系列的な熱負荷データを管理する
データ管理処理について説明を加える。
　前記運転制御部５は、例えば、設定周期を１日とし、単位時間を１時間とし、熱負荷を
給湯熱負荷と暖房熱負荷として、単位時間当たりの実電力負荷、実給湯熱負荷、及び、実
暖房熱負荷の夫々を、電力負荷計測手段１１及びインバータ６の出力値、給湯熱負荷計測
手段３１、及び、暖房熱負荷計測手段３２にて計測する。
　そして、運転制御部５は、電力負荷計測手段１１及びインバータ６の出力値、給湯熱負
荷計測手段３１、及び、暖房熱負荷計測手段３２にて計測された値を設定周期及び単位時
間に対応付けて記憶することにより、過去の時系列的な電力負荷データ及び過去の時系列
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的な熱負荷データを、設定期間（例えば、運転日前の４週間）にわたって、設定周期毎に
単位時間毎に対応付けて管理するように構成されている。
【００６６】
　そして、前記運転制御部５は、過去の時系列的な電力負荷データ及び過去の時系列的な
熱負荷データの管理データ基づいて、設定周期内において単位時間ごとの時系列的な電力
負荷及び時系列的な熱負荷を予測して、時系列的な予測熱負荷データ及び時系列的な予測
電力負荷データを求めるように構成されている。
　例えば、設定周期が１日で、単位時間が１時間である場合を例に挙げて説明を加えると
、図４に示すように、１日のうちのどの時間帯にどれだけの電力負荷及び熱負荷があるか
を予測するようにしている。
　以下では、設定周期を１日として、単位時間を１時間として説明する。
【００６７】
　次に、前記負荷賄い条件運転処理を実行するか、前記予備運転処理を実行するかの運転
状態を選択するための運転状態選択制御について、説明を加える。ちなみに、この実施形
態では、運転状態選択制御においては、負荷賄い条件運転処理を実行する運転状態、及び
、予備運転処理を実行する運転状態に、燃料電池１を停止させる運転状態を加えた中から
、運転状態を選択するようにしてある。
【００６８】
　先ず、運転制御部５は、過去の時系列的な給湯熱負荷データに関する管理データに基づ
いて、設定期間内における１日の給湯熱負荷総量の平均値Ｍ及び標準偏差σを求めて、前
記設定確率発生範囲の下限値を（Ｍ－３σ）に、上限値を（Ｍ＋３σ）に夫々設定する。
　つまり、前記設定確率発生範囲は、設定確率である約９９％の確率で発生する可能性の
ある範囲である。
　そして、運転制御部５は、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）と運転停止用判断基
準値Ｋａ（Ｍ）とを比較して、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が運転停止用判断
基準値Ｋａ（Ｍ）よりも高く、且つ、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が予備運転
処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）よりも低いときは、設定周期の給湯熱負荷総量についての設
定周期毎のバラツキが小さいと判別して、前記負荷賄い条件運転処理を実行し、設定確率
発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）以下のときは、設定周
期の給湯熱負荷総量についての設定周期毎のバラツキが給湯熱負荷総量の少ない側におい
て大きいと判別して、燃料電池１を停止させ、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が
予備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）以上のときは、設定周期の給湯熱負荷総量について
の設定周期毎のバラツキが給湯熱負荷総量の多い側において大きいと判別して、前記予備
運転処理として電力負荷追従運転処理を実行する。
【００６９】
　ちなみに、前記運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）及び前記予備運転処理用判断基準値Ｋ
ｂ（Ｍ）夫々は、設定期間内における１日の給湯熱負荷総量の平均値Ｍに応じて設定され
るものであり、運転制御部５に、運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）及び予備運転処理用判
断基準値Ｋｂ（Ｍ）夫々を前記平均値Ｍに対応付けて記憶させてある。以下、それら運転
停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）及び予備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）の設定例の一例に
ついて説明する。
【００７０】
　省エネルギー率ｙと給湯熱負荷ｘとの関係は、下記の式（１）にて示される。
　ｙ＝｛（Ａ＋ｘ÷η）－（Ｂ＋Ｚ）｝÷（Ａ＋ｘ÷η）……………（１）
【００７１】
　ここで、
　Ａ：予測電力負荷の発電所一次エネルギー換算値
　η：従来加熱ボイラの効率（例えば、０．７）
　ｘ÷η：予測給湯熱負荷の従来加熱ボイラのエネルギー量
　Ｂ：燃料電池１の必要エネルギー量＋商用系統７からの電力負荷の発電所一次エネルギ
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ー換算値
　Ｚ：補助加熱ボイラＪの必要エネルギー量
【００７２】
　そして、燃料電池１にて発生する熱量をＣとすると、補助加熱ボイラＪの必要エネルギ
ー換算量Ｚは、予測給湯熱負荷を燃料電池１にて発生する熱量Ｃにて賄えたときは、Ｚ＝
０となり、予測給湯熱負荷を燃料電池１にて発生する熱量Ｃにて賄えなかったときは、Ｚ
＝ｘ÷η－Ｃとなる。
【００７３】
　従って、
　Ｚ＝０のときは、
　ｙ＝１－｛Ｂ÷（Ａ＋ｘ÷η）｝
となり、
　Ｚ＝ｘ÷η－Ｃのときは、
　ｙ＝（Ａ－Ｂ＋Ｃ）÷（Ａ＋ｘ÷η）
となる。
【００７４】
　そして、運転日の予測電力負荷量が決まると、燃料電池１の効率が分かっているので、
Ａ、Ｂ、Ｃは定数となる。
【００７５】
　図１３は、現電力負荷を７５０Ｗとして、燃料電池１の出力を７５０Ｗ、５００Ｗ及び
１０００Ｗにて運転した場合の夫々について、省エネルギー率ｙと給湯熱負荷ｘとの関係
を示したグラフである。ちなみに、図１３は、出力電力範囲が５００～１０００Ｗの燃料
電池１の場合についての例である。
【００７６】
　７５０Ｗの現電力負荷に対して７５０Ｗを出力するように運転した場合のグラフと、７
５０Ｗの現電力負荷に対して５００Ｗを出力するように運転した場合のグラフとの交点の
給湯熱負荷は１６０００Ｗｈ程度であるので、１日の給湯熱負荷総量が１６０００Ｗｈよ
りも多いときは、７５０Ｗの現電力負荷に対して７５０Ｗを出力するように運転した方が
省エネルギー率が高くなり、１日の給湯熱負荷総量が１６０００Ｗｈよりも少ないときは
、７５０Ｗの現電力負荷に対して５００Ｗを出力するように運転した方が省エネルギー率
が高くなる。
【００７７】
　例えば、運転日の予測給湯熱負荷総量が１４０００Ｗｈのときは、現電力負荷が７５０
Ｗであっても、その７５０Ｗを出力するように運転すると省エネルギー率が低くなるので
、７５０Ｗの現電力負荷よりも小さい出力で運転するように負荷賄い用運転条件が設定さ
れることになる。
　しかしながら、１日の給湯熱負荷総量のバラツキが大きくて、実際の給湯熱負荷が１６
０００Ｗｈよりも多くなると、７５０Ｗの現電力負荷に対して７５０Ｗを出力するように
運転する電力負荷追従処理を実行する方が省エネルギー率を高くすることが可能となる。
【００７８】
　そこで、例えば、１日の給湯熱負荷総量の平均値Ｍが１４０００Ｗｈのときは、予備運
転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）を１６０００Ｗｈに設定する。
　そして、設定周期の給湯熱負荷総量についての設定周期毎のバラツキにおいて、給湯熱
負荷総量が多い側でのバラツキが大きくて、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が予
備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）である１６０００Ｗｈ以上のときは、予備運転処理と
しての電力負荷追従運転処理が実行されることになり、省エネルギー化を向上することが
可能となる。
【００７９】
　又、１日の給湯熱負荷総量が５０００Ｗｈよりも少ないときは、７５０Ｗの現電力負荷
に対して５００Ｗを出力するように、現電力負荷よりも出力を小さくして運転しても省エ
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ネルギーが達成できないので、前記運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）を５０００Ｗｈに設
定する。
　そして、設定周期の給湯熱負荷総量についての設定周期毎のバラツキにおいて、給湯熱
負荷総量が少ない側でのバラツキが大きくて、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が
運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）以下のときは、燃料電池１が停止されることになり、省
エネルギー化を向上することが可能となる。
【００８０】
　次に、図５に示すフローチャートに基づいて、燃料電池１の運転を制御する場合の運転
制御部５による一連の制御動作について説明する。
　先ず、前記設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）と運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）
とを比較して（ステップＡ１）、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が運転停止用判
断基準値Ｋａ（Ｍ）以下のときは、燃料電池１を停止させて（ステップＡ２）、リターン
し、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ）よりも高
いときは、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）と予備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ
）とを比較して（ステップＡ３）、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が予備運転処
理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）以上のときは、前記予備運転処理として電力負荷追従運転処理
を実行して（ステップ１３）、リターンし、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が予
備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）よりも低いときは、前記負荷賄い条件運転処理を実行
する。
【００８１】
　以下、その負荷賄い条件運転処理の詳細な制御動作について、図５～図１２に基づいて
説明する。
　なお、図５～図７は、本実施形態の処理フローを示す図であり、図８～図１２において
、（イ）は、各設定時間帯（ｉ）における貯湯タンク２に貯えられるべき熱量（以下、「
予測貯熱量」と呼ぶ。）の演算条件としての各単位時間（ｉ）における燃料電池１の出力
Ｆ（ｉ）を示す図、及び、（ロ）は、その演算条件下での演算結果である各単位時間（ｉ
）における予測貯熱量Ｔ（ｉ）を示す図である。なお、図８～図１２において、単位時間
（ｉ＝０）に相当する貯熱量Ｔ（０）は、現時点で貯湯タンク２に貯えられている熱量を
示すものである。
【００８２】
　図５に示すように、運転制御部５は、各単位時間（ｉ）における燃料電池１の出力Ｆ（
ｉ）を電力負荷追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）にお
ける予測貯熱量Ｔ（ｉ）を求める（ステップ１０）。
【００８３】
　具体的には、運転制御部５は、上記ステップ１０において、まず、各単位時間（ｉ）に
おいて予測される電力負荷及び熱負荷等から、各単位時間（ｉ）において貯湯タンク２に
追加される熱量（以下、「追加熱量」と呼ぶ。）を求める。この追加熱量は、その単位時
間（ｉ）内において、燃料電池１の出力Ｆ（ｉ）に応じて出力される熱量と余剰電力に応
じて電気ヒータ１２から出力される熱との和から熱負荷を差し引いたものとなり、その追
加熱量が正の場合には、貯湯タンク２に貯えられる熱量が増加し、その追加熱量が負の場
合には、貯湯タンク２に貯えられる熱量が減少することになる。
　次に、運転制御手段５は、最早の単位時間（ｉ＝１）から順に選択する状態で、各単位
時間（ｉ）において、前の単位時間（ｉ－１）が経過したときに貯湯タンク２に貯えられ
ている熱量（最早の単位時間（ｉ＝１）においては現在貯湯タンク２に貯えられている熱
量）に上記のように求めた追加熱量を加えた熱量を、上記予測貯熱量Ｔ（ｉ）として求め
るのである。
【００８４】
　なお、その予測貯熱量Ｔ（ｉ）が、貯湯タンク２に貯えることができる最大貯熱量ｔｍ
ａｘを超える場合、即ち、ラジエター１９を作動させる必要がある場合には、その単位時
間（ｉ）を熱余り状態が予測される単位時間（ｉ＝ｆｕｌ）と特定でき、その予測貯熱量
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Ｔ（ｉ）が、貯湯タンク２に貯えるべき最小貯熱量ｔｍｉｎ（例えば、０）を下回る場合
、即ち、補助加熱ボイラＪを作動させる必要がある場合には、その単位時間（ｉ）を熱不
足状態が予測される設定時間帯（ｉ＝ｅｍｐ）と特定できる。
　また、各単位時間（ｉ）において貯湯タンク２に使用可能な状態で有効に貯えられる熱
量（以下、「有効貯熱量」と呼ぶ。）Ｔ’（ｉ）は、上記予測貯熱量Ｔ（ｉ）が貯湯タン
ク２に貯えることができる最小貯熱量ｔｍｉｎ以上且つ最大貯熱量ｔｍａｘ以下の範囲内
であれば、予測貯熱量Ｔ（ｉ）とされるが、その予測貯熱量Ｔ（ｉ）が貯湯タンク２に貯
えることができる最大貯熱量ｔｍａｘを超える場合には最大貯熱量ｔｍａｘとされ、その
予測貯熱量が貯湯タンク２に貯えるべき最小貯熱量ｔｍｉｎを下回る場合には最小貯熱量
ｔｍｉｎとされる。
【００８５】
　次に、運転制御部５は、上記のようにステップ１０で求めた各単位時間（ｉ）における
予測貯熱量Ｔ（ｉ）を参照して、熱余り状態又は熱不足状態となる単位時間を特定し、最
初に熱余り状態となるか否か、さらには、最初に熱不足状態となるか否かを判定する（ス
テップ１１，１２）。
【００８６】
　そして、先に熱余り状態となる場合には、詳細については後述するが、最早の単位時間
（ｉ＝１）において出力下降運転を行うか否かを判定するための出力下降運転判定処理（
ステップ１００）を実行し、先に熱不足状態となる場合には、詳細については後述するが
、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力上昇運転を行うか否かを判定するための出力上
昇運転判定処理（ステップ２００）を実行し、熱余り状態及び熱不足状態にならない場合
には、最早の単位時間（ｉ＝１）において通常時の電力負荷追従運転処理を行うことを決
定する（ステップ１３）。
【００８７】
　以下、最早の設定時間帯（ｉ＝１）で通常時の電力負荷追従運転処理を行うことを決定
する場合について、図８に基づいて説明を加える。
　図８（イ）に示すように、各単位時間（ｉ）における燃料電池１の出力Ｆ（ｉ）を電力
負荷追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測貯
熱量Ｔ（ｉ）を求めた結果、図８（ロ）に示すように、各単位時間（ｉ）において予測貯
熱量Ｔ（ｉ）が、最小貯熱量ｔｍｉｎ以上且つ最大貯熱量ｔｍａｘ以下の範囲内となる場
合、即ち、熱余り状態及び熱不足状態にならない場合には、最早の単位時間（ｉ＝１）に
おいて電力負荷追従運転処理を行うように決定されるのである。
【００８８】
　なお、上記出力上昇運転判定処理及び上記出力下降運転判定処理を行うことなく、上記
図５のステップ１０で求めた各単位時間（ｉ）における予測貯熱量Ｔ（ｉ）を参照して、
先に熱余り状態となる場合には、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力下降運転を行う
ことを決定し、先に熱不足状態となる場合には、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力
上昇運転を行うことを決定するように構成しても構わない。
【００８９】
　次に、出力下降運転判定処理について、図６に基づいて説明する。
　運転制御部５は、出力下降運転判定処理において、先ず、最早の単位時間（ｉ＝１）に
おける燃料電池１の出力Ｆ（１）を出力下降運転時に設定される出力ｆｍｉｎとし、その
他の単位時間（ｉ＝２～２４）における燃料電池１の出力Ｆ（ｉ＝２～２４）を電力負荷
追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測貯熱量
Ｔ（ｉ）を求める（ステップ１０１）。
　そして、このように求めた予測貯熱量Ｔ（ｉ）を参照して、最早の単位時間（ｉ＝１）
において出力下降運転を行った場合に、熱不足状態となるか否かを判定し（ステップ１０
２）、熱不足状態とならない場合には、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力下降運転
を行うことを決定し（ステップ１０３）、一方、熱不足状態となる場合には、最早の単位
時間（ｉ＝１）において出力下降運転を行うことを禁止して電力負荷追従運転処理を行う
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ことを決定する（ステップ１０４）。
【００９０】
　以下、出力下降運転判定処理において、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力下降運
転を行うことを禁止して電力負荷追従運転処理を行うことを決定する場合について、図９
及び図１０に基づいて説明を加える。
　図９（イ）に示すように、各単位時間（ｉ）における燃料電池１の出力Ｆ（ｉ）を電力
負荷追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測貯
熱量Ｔ（ｉ）を求めた結果、図９（ロ）に示す単位時間（ｉ＝１７）の貯熱量Ｔ（１７）
のように、先に熱余り状態となる場合に、出力下降運転判定処理が行われる。
　そして、出力下降運転判定処理において、図１０（イ）に示すように、最早の単位時間
（ｉ＝１）における燃料電池１の出力Ｆ（ｉ）を出力下降運転時に設定される出力ｆｍｉ
ｎとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測貯熱量Ｔ（ｉ）を求めた結果、図１０（
ロ）に示す単位時間（ｉ＝１９，２０）の貯熱量Ｔ（１９），Ｔ（２０）のように、熱不
足状態となる場合には、最早の単位時間（ｉ＝１）においては、出力下降運転を行うこと
を禁止して、電力負荷追従運転処理を行うように決定されるのである。
【００９１】
　なお、出力下降運転判定処理のステップ１０２において、最早の単位時間（ｉ＝１）に
おいて出力下降運転を行った場合に熱不足状態となる単位時間が、各単位時間（ｉ）にお
いて電力負荷追従運転処理を行った場合に熱余り状態となった単位時間（ｉ＝ｆｕｌ）の
前にあるときのみ、最早の単位時間（ｉ＝１）において出力下降運転を行うことを禁止し
て電力負荷追従運転処理を行うことを決定するように構成しても構わない。
【００９２】
　次に、出力上昇運転判定処理について、図７に基づいて説明する。
　運転制御部５は、出力上昇運転判定処理において、最早の単位時間（ｉ＝１）から電力
負荷追従運転処理を行った場合に熱不足状態となった単位時間（ｉ＝ｅｍｐ）までの燃料
電池１の出力Ｆ（１～ｅｍｐ）を出力上昇運転時に設定される出力ｆｍａｘとし、その他
の単位時間（ｉ＝ｅｍｐ＋１～２４）における燃料電池１の出力Ｆ（ｅｍｐ＋１～２４）
を電力負荷追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）における
予測貯熱量Ｔ（ｉ）を求める（ステップ２０１）。
　そして、このように求めた予測貯熱量Ｔ（ｉ）を参照して、最早の単位時間（ｉ＝１）
から電力負荷追従運転処理を行った場合に熱不足状態となった単位時間（ｉ＝ｅｍｐ）ま
で出力上昇降運転を行った場合に熱余り状態となる単位時間が、各単位時間（ｉ）におい
て電力負荷追従運転処理を行った場合に熱不足状態となった単位時間（ｉ＝ｅｍｐ）の前
にあるか否かを判定する（ステップ２０２）。
　そして、単位時間（ｉ＝１～ｅｍｐ）において出力上昇運転を行った場合に熱余り状態
となる単位時間が熱不足状態であった単位時間（ｉ＝ｅｍｐ）の前にない場合には、最早
の単位時間（ｉ＝１）において出力上昇運転を行うことを決定し（ステップ２０３）、一
方、単位時間（ｉ＝１～ｅｍｐ）において出力上昇運転を行った場合に熱余り状態となる
単位時間が熱不足状態であった単位時間（ｉ＝ｅｍｐ）の前にある場合には、最早の単位
時間（ｉ＝１）において出力上昇運転を行うことを禁止して電力負荷追従運転処理を行う
ことを決定する（ステップ２０４）。
【００９３】
　以下、出力上昇運転判定処理において、最早の単位時間（ｉ＝１）で電力負荷追従運転
処理を行うことを決定する場合について、図１１及び図１２に基づいて説明を加える。
　図１１（イ）に示すように、各単位時間（ｉ）における燃料電池１の出力Ｆ（ｉ）を電
力負荷追従運転処理時に設定される出力ｆとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測
貯熱量Ｔ（ｉ）を求めた結果、図１１（ロ）に示す単位時間（ｉ＝１９，２０）の貯熱量
Ｔ（１９），Ｔ（２０）のように、先に熱不足状態となる場合に、出力上昇運転判定処理
が行われる。
　そして、出力上昇運転判定処理において、図１２（イ）に示すように、最早の単位時間
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（ｉ＝１）から各単位時間（ｉ）で電力負荷追従運転処理を行った場合に熱不足状態とな
った単位時間（ｉ＝１９）までの燃料電池１の出力Ｆ（１）～Ｆ（１９）を出力上昇運転
時に設定される出力ｆｍａｘとする条件で、各単位時間（ｉ）における予測貯熱量Ｔ（ｉ
）を求めた結果、図１２（ロ）に示す単位時間（ｉ＝５）の貯熱量Ｔ（５）等のように、
単位時間（ｉ＝１～１９）において出力上昇運転を行った場合に熱余り状態となる単位時
間（ｉ＝５）が熱不足状態であった単位時間（ｉ＝１９）の前にある場合には、最早の単
位時間（ｉ＝１）においては、出力上昇運転を行うことを禁止して、電力負荷追従運転処
理を行うように決定されるのである。
【００９４】
　次に、前記運転制御部５による貯湯運転及び熱媒供給運転の動作について説明を加える
。
　前記貯湯運転は、燃料電池１の運転中で冷却水循環ポンプ１５の作動により、貯湯用熱
交換器２４において、冷却水循環路１３を通流する冷却水にて湯水循環路１６を通流する
湯水を加熱させることができる状態で行われる。
　そして、貯湯タンク２の下部から取り出した湯水がラジエター１９をバイパスするよう
に循環させる状態に三方弁１８を切り換えて、湯水循環ポンプ１７を作動させて、貯湯タ
ンク２の下部から湯水を湯水循環路１６に取出し、その湯水を貯湯用熱交換器２４を通過
させて加熱したのち、貯湯タンク２の上部に戻して、貯湯タンク２内に湯水を貯湯するよ
うにしている。
【００９５】
　ちなみに、貯湯運転において、貯湯タンク２内に貯湯された湯水が満杯である熱余り状
態の場合には、貯湯タンク２の下部から取り出した湯水がラジエター１９を通過するよう
に循環させる状態に三方弁１８を切り換えて、ラジエター１９を作動させ、貯湯タンク２
の下部から取り出した湯水をラジエター１９にて放熱させたのち、貯湯用熱交換器２４を
通過させて加熱するように構成されている。
【００９６】
　前記熱媒供給運転は、暖房端末３にて熱が要求されていることを図外のリモコンにより
指令されると、熱源用断続弁４０を開弁させる状態で熱源用循環ポンプ２１と熱媒循環ポ
ンプ２３とを作動させて、熱源用熱交換器２５と補助加熱用熱交換器２９との少なくとも
一方にて熱源用湯水を加熱させて、その加熱された熱源用湯水を熱媒加熱用熱交換器２６
を通過する状態で循環させ、熱媒加熱用熱交換器２６において熱源用湯水により加熱され
る熱媒を熱消費端末３に循環供給するようにしている。
【００９７】
　熱源用湯水の加熱について説明を加えると、燃料電池１の運転中である場合には、分流
弁３０にて熱源用熱交換器２５側に冷却水が通流するように調整した状態での冷却水循環
ポンプ１５の作動により、熱源用熱交換器２５において熱源用湯水を加熱させるように構
成されている。
　また、燃料電池１からの冷却水だけでは暖房端末３で要求されている現暖房熱負荷を賄
えない場合や、燃料電池１の非運転中の場合には、補助加熱ボイラＪを加熱状態で作動さ
せることにより、補助加熱用熱交換器２９において熱源用湯水を加熱させるように構成さ
れている。
【００９８】
　ちなみに、運転制御部５は、燃料電池１の運転中に、貯湯運転と熱媒供給運転とを同時
に行う場合には、熱消費端末３で要求されている現暖房熱負荷に基づいて、分流弁３０に
て貯湯用熱交換器２４側に通流させる冷却水の流量と熱源用熱交換器２５側に通流させる
冷却水の流量との割合を調整するように構成されている。
【００９９】
【０１００】
【０１０１】
【０１０２】
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【０１０３】
【０１０４】
【０１０５】
【０１０６】
【０１０７】
【０１０８】
【０１０９】
【０１１０】
【０１１１】
【０１１２】
【０１１３】
【０１１４】
【０１１５】
【０１１６】
【０１１７】
【０１１８】
【０１１９】
【０１２０】
【０１２１】
【０１２２】
【０１２３】
【０１２４】
【０１２５】
【０１２６】
【０１２７】
【０１２８】
【０１２９】
【０１３０】
【０１３１】
【０１３２】
【０１３３】
【０１３４】
【０１３５】
【０１３６】
【０１３７】
【０１３８】
【０１３９】
【０１４０】
【０１４１】
【０１４２】
【０１４３】
【０１４４】
【０１４５】
【０１４６】
【０１４７】
【０１４８】
【０１４９】
【０１５０】
【０１５１】
【０１５２】



(18) JP 5048820 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【０１５３】
【０１５４】
【０１５５】
【０１５６】
【０１５７】
【０１５８】
【０１５９】
【０１６０】
【０１６１】
【０１６２】
【０１６３】
【０１６４】
【０１６５】
【０１６６】
【０１６７】
【０１６８】
【０１６９】
【０１７０】
【０１７１】
【０１７２】
【０１７３】
【０１７４】
【０１７５】
【０１７６】
【０１７７】
【０１７８】
【０１７９】
【０１８０】
【０１８１】
【０１８２】
【０１８３】
【０１８４】
【０１８５】
【０１８６】
【０１８７】
【０１８８】
【０１８９】
【０１９０】
【０１９１】
【０１９２】
【０１９３】
【０１９４】
【０１９５】
【０１９６】
【０１９７】
【０１９８】
　〔第２実施形態〕
　この第２実施形態は、上記の第１実施形態における予備運転処理の別実施形態を示すも
のであるので、主として予備運転処理について説明を加えて、上記の第１実施形態と同じ
構成については、その説明を省略する。
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【０１９９】
　即ち、この第２実施形態においては、前記運転制御部５を、前記予備運転処理として、
現在要求されている現電力負荷と仮に設定した前記燃料電池１の仮発電出力との差から求
められる不足電力を前記商用系統７からの買電によって賄ったときの一次エネルギー消費
量、及び、前記仮発電出力を前記燃料電池１にて賄ったときの一次エネルギー消費量の和
が最小となるような最適発電出力にて前記燃料電池１を運転する発電メリット優先運転処
理を実行するように構成してある。
【０２００】
　その発電メリット優先運転処理について説明を加える。
　例えば、電力負荷装置９の負荷電力がＬｋＷであり、燃料電池１の発電出力がＤｋＷで
あり、その発電出力：ＤｋＷのときの燃料電池１の発電効率がｅ（Ｄ）であり、商用系統
７に電力を供給する発電所の発電効率がｅｐであるとすると、上記最適発電出力は、下記
式（９）のＦ（Ｄ）が最小となる発電出力：Ｄのことである。
【０２０１】
Ｆ（Ｄ）＝［Ｍａｘ（Ｌ－Ｄ、０）／ｅｐ＋Ｄ／ｅ（Ｄ）］……………（９）
【０２０２】
　つまり、上記式（９）の第１項は、不足電力：（Ｌ－Ｄ）を買電で賄うときの一次エネ
ルギ消費量を表し、第２項は、燃料電池１を発電出力：Ｄにて運転させたときの一次エネ
ルギ消費量を表している。燃料電池１は発電出力に応じて発電効率：ｅ（Ｄ）が変化する
ので、燃料電池１の発電出力が変化すると、Ｆ（Ｄ）の値も変化する。従って、Ｆ（Ｄ）
の値が最小となる発電出力：Ｄで燃料電池１を運転させれば、実際の電力負荷に対する燃
料電池１の出力電力の過不足を抑制しながら、電力供給についてのエネルギー効率を最も
高くするように燃料電池１を運転することが可能となる。
　そして、設定タイミングで定期的に上記Ｆ（Ｄ）が最小となる最適発電出力：Ｄを導出
し、その発電出力：Ｄで燃料電池１を運転させればよい。
【０２０３】
　上記の第１実施形態において、前記予備運転処理として、前記電力負荷追従運転処理に
代えて前記発電メリット優先運転処理を実行するように構成した場合のフローチャートを
、図１４に示す。
　つまり、前記設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）と運転停止用判断基準値Ｋａ（Ｍ
）とを比較して（ステップＡ１）、設定確率発生範囲の下限値（Ｍ－３σ）が運転停止用
判断基準値Ｋａ（Ｍ）よりも高いときは、設定確率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）と予備
運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）とを比較して（ステップＡ３）、設定確率発生範囲の上
限値（Ｍ＋３σ）が予備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）以上のときは、前記予備運転処
理として発電メリット優先運転処理を実行して（ステップ３００）、リターンし、設定確
率発生範囲の上限値（Ｍ＋３σ）が予備運転処理用判断基準値Ｋｂ（Ｍ）よりも低いとき
は、前記負荷賄い条件運転処理を実行することになる。
【０２０４】
【０２０５】
　　〔別実施形態〕
　次に別実施形態を説明する。
【０２０６】
【０２０７】
（イ）　上記の第１実施形態において、図５に示すフローチャートにおけるステップＡ３
を省略して、前記設定確率発生範囲の下限値が前記運転停止用判断基準値よりも大きいと
きは、無条件に負荷賄い条件運転処理を実行するように構成しても良い。
【０２０８】
【０２０９】
【０２１０】
（ロ）　上記の第１実施形態において、過去の時系列的な熱負荷データ及び過去の時系列
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的な電力負荷データを時間属性（例えば、曜日）に関連付けて設定周期（例えば、１日）
毎に管理するように構成して、運転状態選択制御においては、管理データのうち、運転日
と同曜日のデータを用いるように構成しても良い。
【０２１１】
【０２１２】
（ハ）　上記の第１実施形態において、設定周期の給湯熱負荷総量についての複数の設定
周期における分布において設定以上の確率で発生する可能性がある範囲、即ち、前記設定
確率発生範囲は、変更設定可能であり、例えば、下限値を（Ｍ－２σ）、上限値を（Ｍ＋
２σ）とする範囲に設定しても良い。この場合、設定確率発生範囲は、約９５％の確率で
発生する可能性のある範囲である。
【０２１３】
【０２１４】
（ニ）　上記の第１実施形態においては、運転制御部５を、前記熱不足状態及び前記熱余
り状態の両方を予測するように構成する場合について例示したが、いずれか一方のみを予
測するように構成しても良い。
　そして、熱不足状態を予測するように構成する場合は、前記負荷賄い用運転条件を、熱
不足状態を予測しないときは、電力負荷追従運転処理を行い、熱不足状態を予測したとき
は、所定の出力上昇対象時間帯において、現電力負荷よりも大きい出力側に燃料電池１の
出力を調整する出力上昇運転を行う条件に設定する。この場合、図５において、ステップ
１１，１００を省略することになる。
　又、熱余り状態を予測するように構成する場合は、前記負荷賄い用運転条件を、熱余り
状態を予測しないときは、電力負荷追従運転処理を行い、熱余り状態を予測したときは、
所定の出力下降対象時間帯において、現電力負荷よりも小さい出力側に燃料電池１の出力
を調整する出力下降運転を行う条件に設定する。この場合、図５において、ステップ１２
，２００を省略することになる。
【０２１５】
（ホ）　前記給湯熱負荷として、湯張り用の給湯熱負荷と一般用の給湯熱負荷とを各別に
管理して、運転状態選択制御において給湯熱負荷データを用いる場合、湯張り用の給湯熱
負荷と一般用の給湯熱負荷とのいずれか一方を用いるように構成しても良い。
【０２１６】
（ヘ）　単位時間、設定周期及び設定期間夫々の設定例は、上記の実施形態において示し
た例に限定されるものではない。例えば、単位時間を３０分、２時間等に設定することが
できる。又、設定周期は、１２時間、２日間、１週間等に設定することができる。又、設
定期間は、１週間、２週間、３週間、２ヶ月間、３ヶ月間等に設定することができる。
【０２１７】
（ト）　時間属性の具体例としては、曜日に限定されるものではなく、例えば、平日と休
日等を用いることができる。
【０２１８】
（チ）　前記予備運転処理の具体例としては、上記の各実施形態において例示した電力負
荷追従運転処理及び発電メリット優先運転処理に限定されるものでない。
　例えば、燃料電池１の発電出力をその定格出力よりも低い予備運転用設定出力（例えば
、定格出力の２５％）に維持する一定出力運転を連続して行う運転処理、あるいは、その
一定出力運転を断続的に行う運転処理を採用することができる。
【０２１９】
（リ）　熱電併給装置として、上記の実施形態では燃料電池１を適用したが、これ以外に
、例えば、ガスエンジンにより発電機を駆動するように構成したもの等、種々のものを適
用することができる。
【符号の説明】
【０２２０】
１　　熱電併給装置
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